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近年発生している老朽化消火器の破裂事故を踏まえ、同種の事故防止を図るため、消火

器の技術上の規格及び消火器の点検基準等が改正されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改正の概要 

消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について新たに義務

付けられました。 

⑴ 旧規格消火器は、平成 24年 1月 1日に型式失効※１となりました。 

⑵ 平成 24 年 1 月 1 日以降は、旧規格の消火器を新規に製造・販売・設置はできません。 

ポイント ※１ 型式失効 

型式失効とは、規格省令等の改正により、既に型式承認を受けた機器の形状等

が規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うことをいいます。失効した場合、

消火器として認められなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う主な消火器の変更点 
① 消火器の規格省令の改正 

② 点検基準の改正 

消火器の規格省令の改正 
１ 

義務化された表示事項の一例（業務用消火器） 
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２ 改正に伴う既設消火器の特例について 

⑴ 防火対象物に既に設置されている消火器について 

改正規格省令の施行（平成 23 年 1 月 1 日）の際、改正前の規格に基づき既に防火対象

物（危険物施設に設置する消火器含む）に設置されている消火器等について、施行後１１

年間（平成 33年 12 月 31 日まで）は特例として設置が認められます。 

つまり、既存消火器は、特例として平成 33年 12 月 31日まで設置が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 改正された規格省令について 

今回の改正に伴い以下の規格省令が改正されました。 

● 消火器の技術上の規格を定める省令 

 

 

 

 

１ 改正の概要 

蓄圧式消火器の機器点検の開始時期を製造後 3年から 5年に改めるとともに、製造年から

10 年を経過したもの又は、消火器の外形の点検で本体容器に腐食等が認められたものに対

する耐圧性能点検※２が義務付けられました。なお、耐圧性能点検を実施した消火器はその

後、3年に 1回の耐圧性能点検が必要となります。 

 

ポイント ※２ 耐圧性能点検 

消火器（二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く）のうち、以下の対

象について耐圧性能点検（水圧試験）が義務付けられた点検をいいます。 

 

対 

象 

① 製造年から 10年を経過したもの 

② 外形点検において本体容器に腐食等が認められたもの 

※ 製造年から 10 年を経過したものは、経過措置により平成 26年 3 月 31日までの

間に抜取り方式により実施することになります。 

 

 

点検基準の改正 
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２ 改正に伴う既設消火器の耐圧性能点検に関する特例と点検サイクルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 消火器具点検表の追加事項について 

耐圧性能点検事項が下記のとおり追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 消火器点検に関して改正となったその他の項目は以下のとおりです。 

● 機器点検（消火器の内部及び機能に関する点検方法）の内容が改正されました。 

蓄圧式消火器の機能点検開始時期が 3年から 5年に変更となりました。 

圧力方式 改正前   変更後 

蓄圧式消火器 
製造年から 3年を経過したもの 

製造年から 5年(緩和) 

加圧式消火器 製造年から 3年(従来どおり) 

 

■耐圧性能点検 

 点検は、変形、損傷又は漏水等 

がないか本体容器・キャップ（蓋） 

に所定の水圧をかけて検査（水圧 

試験）する。 
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